
公　告 
 
　下記のとおり公告に付します。 
  令和８年６月10日 
　 

支出負担行為担当官  
佐賀県警察会計担当官  

福田　英之  
                                                                                      

記 
１　競争入札に付する事項 
(1)　工 事 名　０７警国第２号　佐賀県警察学校体育館照明設備改修工事 
(2)　工 事 内 容　入札説明書による。 
(3)　工 事 期 間　契約締結日から195日間 
(4)　工 事 場 所　佐賀県佐賀市　佐賀県警察学校 
(5)　入 札 方 法 等　最低価格落札方式（低入札価格調査該当工事） 

 
２　競争入札に参加する者に必要な資格 
(1)　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同
条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2)　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第71条の規定に該当しない者であること。 
(3)　令和７・８年度内閣府競争入札参加資格有資格者名簿（建設工事）のうち、「電気」のＡ、Ｂ又はＣ

の資格を有する者であること。 
(4)　佐賀県又は福岡県内に、建設業法第３条に規定する本店、支店又は営業所を有する者であること。 
(5)　契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 
(6)　仕様書に示す要件を確実に履行可能であることを証明したものであること。 
(7)　警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずるものとして、

国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 
 
３　契約条項を示し、入札説明書等の配布を行う場所及び日時 
(1)　場　　所　〒840-8540　佐賀県佐賀市松原一丁目１番16号 

　　　　　　　　佐賀県警察本部　会計課　管財係　　問合せ先　0952-24-1111（内線2253） 
(2)　日　　時　令和８年６月10日（水）午前９時から同年６月17日（水）午後４時まで。 
　　　　　　　（土、日及び祝日を除く。） 

 
４　入札参加者に求められる義務 
(1)　入札に参加しようとする者は、次の必要書類を令和８年６月17日（水）午後４時までに３の(1)の場
　 所に提出（郵送での提出可・期限までに必着）しなければならない。提出された書類を審査の上、入札
　 参加資格を有すると認められた者に限り入札の参加者とする。 
　 ア　入札参加資格確認申請書 
　　　 入札参加資格確認申請書を提出し、入札参加資格を有すると認められた後、入札に参加しないこと
　　 とした場合は、理由を記載した入札辞退届を提出すること。 
　 イ　内閣府競争参加資格審査の資格を有することを証明する書類（写） 

 
５　競争入札執行の場所及び日時 
(1)　入札場所　佐賀県佐賀市松原一丁目１番16号 

　　　　　　　　佐賀県警察本部　本館１階　入札室 
(2)　日　　時　令和８年６月29日(月)　午前10時00分 
(3)　開札執行　開札は入札終了後、即時に行う。 

 
６　その他 
(1)　入札及び契約手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨 
(2)　入札保証金　免除 
(3)　契約保証金　納付（予算決算及び会計令第100条の３第１号及び第２号の場合を除く。） 

なお、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の３以上とする。 
(4)　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者及び入札書、申請書又は技術資料に虚偽の記載を

した者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 
(5)　契約書作成の要否　契約の締結にあっては契約書を作成するものとする。 
(6)　落札者の決定方法 

　　　予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって
　　有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者に
　　より当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締
　　結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき
　　は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を
　　落札者とすることがある。 
 (7)　本入札は、予算決算及び会計令第86条第１項の規定に基づく低入札価格調査制度の対象とする。 
(8)　詳細は入札説明書による。 


